
京都府子育てにやさしい職場環境づくりサービス創造補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  知事は、就労環境の改善・整備により、子育てを行う者をはじ

めとする多様な人々が柔軟で働きやすい環境づくりを進めるため、府

内において子育てにやさしい職場環境づくりサービスを新たに実施す

る中小企業者等に対し、補助金等の交付に関する規則（昭和 35 年京都

府規則第 23 号。以下「規則」という。）及びこの告示の定めるところ

により、予算の範囲内において補助金を交付する。  

 

（定義）  

第２条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

（１）ベンチャーキャピタル  次のいずれかに該当する者をいう。  

ア  中小企業投資育成株式会社法（昭和 38 年法律第 101 号）第２条

に規定する中小企業投資育成株式会社  

イ  投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成 10 年法律第 90

号）第２条第２項に規定する投資事業有限責任組合  

（２）中小企業者等  次のいずれかに該当する者 (みなし大企業に該当し

ない者に限る。 )をいう。  

  ア  中小企業者（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条

に規定する中小企業者をいう。以下この号及び次号において同じ。） 

  イ  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

の完了の日までに個人事業の開業の届出をして事業を営む個人

（中小企業者に該当することとなるものに限る。）又は同日まで

に中小企業者に該当する法人の設立を行い、その代表者となる者  

  ウ  その他中小企業者に準じる者として知事が特に必要と認める者  

（３）みなし大企業  次のいずれかに該当する中小企業者をいう。  

ア  中小企業者以外の者（会社及び事業を営む個人に限り、ベンチ

ャーキャピタルを除く。以下この号において同じ。）との間に、

総株主又は総社員の議決権の２分の１以上に相当する議決権を単

独で有する関係（以下「直接支配関係」という。）がある者  

イ  中小企業者以外の者及び当該者との間に直接支配関係がある者

（会社及び事業を営む個人に限り、ベンチャーキャピタルを除く。）

との間に、総株主又は総社員の議決権の３分の２以上に相当する

議決権をこれらの者が共同で有する関係がある者  

ウ  中小企業者以外の者の役員又は職員を兼ねている者が役員の総

数の２分の１以上を占めている者  



（４）子育てにやさしい職場環境づくりサービス  府民の職業生活と家

庭生活との両立の支援を行うため、中小企業者等が府内に事業所を

有する事業者又は府内に住所を有する者（府内に住所を有しない者

であって、府内の事業所に従事するものを含む。）に対して実施す

る、当該支援を行うための施設の提供、研修、相談その他のサービ

スをいう。  

 

（補助対象事業等）  

第３条  補助対象事業の内容、補助金の交付の対象となる者（以下「補

助対象者」という。）、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助

対象経費」という。）、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとお

りとする。  

 

（事前着手）  

第４条  補助対象者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合 (当該

事業に係る契約を締結した場合を含む。)は、補助金の交付を受けるこ

とはできない。ただし、やむを得ない事由により、当該事業に係る補

助金の交付の申請を行った日から当該申請に係る補助金の交付決定前

までに当該事業を実施しようとする場合 (当該事業に係る契約を締結

しようとする場合を含む。)において、別に定める事前着手届を知事に

提出して、その承認を受けたときは、この限りでない。  

 

（交付の申請）  

第５条  規則第５条第１項に規定する申請書は、別に定める様式による

ものとする。  

２  規則第５条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、

補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び

地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び地

方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づく仕入れに係る消費税及び地

方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占

める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額

して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、こ

の限りでない。  

 

（補助金の額等）  



第６条  補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額及び補助

限度額のいずれか少ない額を限度とする。  

２  補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。  

（補助事業の変更等の承認）  

第７条  補助金の交付の決定を受けた者 (以下「補助事業者」という。 )

は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定め

る様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならな

い。ただし、軽微な変更については、この限りでない。  

 

（補助事業の中止又は廃止）  

第８条  補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき

は、あらかじめ別に定める様式による申請書を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。  

 

（補助事業遅延等の報告）  

第９条  補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがな

くなったとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別

に定める様式による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければ

ならない。  

 

（遂行状況報告）  

第 10 条  知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助

事業の遂行状況について、報告書の提出を求めることができる。  

 

（実績報告）  

第 11 条  規則第 13 条に規定する実績報告書は、別に定める様式による

ものとし、補助事業が完了した日（補助事業の中止又は廃止の承認を

受けた日を含む。）から起算して 30 日を経過した日又は補助金の交付

決定に係る年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに知事に提

出しなければならない。  

２  補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければな

らない。  

 

（補助金の概算払）  



第 12 条  補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別に

定める様式による請求書を知事に提出しなければならない。  

 

 

（補助金の経理等）  

第 13 条  補助事業者は、補助金に係る収支を記載した帳簿を備え付ける

とともに、その証拠となる書類を整理し、かつ、これらの書類を補助

事業の完了した日の属する年度の終了後 10 年間保存しなければならな

い。  

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 14 条  補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、別に

定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。  

２  知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。  

 

（財産の管理及び処分）  

第 15 条  補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、

又は効用が増加した財産（以下「取得財産」という。）について、別

に定める様式による取得財産管理台帳を備え、その保管状況を明らか

にし、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付

の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。  

２  規則第 19 条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐

用年数とし、同条第２号に規定する知事が定める取得財産は、取得価

格又は効用の増加価格が 50 万円以上のものとする。  

３  補助事業者は、前項に定める期間を経過する以前に、処分を制限さ

れた取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ別に定める様式

による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。  

４  知事は、前項の承認を受けた補助事業者に対し、当該承認に係る取

得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を

府に納付させることができる。  

 

（成果の発表）  

第 16 条  知事は、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の

成果を発表させることができる。  



２  補助事業者は、知事が補助事業の成果の普及を図るときは、これに

協力しなければならない。  

 

（その他）  

第 17 条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定め

る。  

 

 

附  則  

  この告示は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

別表(第３条関係) 

補助対象事業

の内容 
補助対象者 補助対象経費 補助率 

補助限

度額 

子育てにやさ

しい職場環境

づくりサービ

スを新たに実

施する事業 

中小企業者等

であって、補

助対象事業を

行うもの 

補助対象事業の実施に

要する経費から次に掲

げる経費を除いた額と

する。ただし、知事が

必要と認める場合は、

この限りでない。 

(１) 補助事業者の事

業の運営に係る経常

的な経費 

(２) 人件費 

(３) 個人給付的な経

費 

(４) （１）から（３）

までに掲げるものの

ほか、補助対象経費

として不適当と認め

られる経費 

補助対象経費

の２分の１ 

3,000

千円 

 


